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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年２月９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委    員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２２年１１月４日 １５時１５分ごろ 

発生場所 岩手県久慈
く じ

市久慈港東方沖 

 久慈市所在の久慈牛島灯台から真方位１００°１３.０海里付近 

（概位 北緯４０°１０.５′ 東経１４２°０７.０′） 

事故調査の経過  平成２２年１１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十一新盛
しんせい

丸、４.９トン 

 ＡＭ３－３６８８４（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.９０ｍ（Lr）×２.９８ｍ×１.０４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５８kＷ（漁船法馬力数）、平成７年８月１８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成５年６月７日 

免許証交付日 平成２０年１月２３日 

         （平成２５年６月６日まで有効） 

 死傷者等 負傷 １人（船長） 

 損傷 全損 

 事故の経過 

 

本船は、船長ほか甲板員１人が乗り組み、久慈港東方沖を航行中、平成

２２年１１月４日１５時１５分ごろ、主機の過給機（以下「過給機」とい

う。）の音が変わり、焦げる臭いがしたことから、船長が、主機のクラッチ

を中立にし、機関室左舷側の出入口引戸を開けて確認したところ、機関室

内が黒煙で充満しており、過給機付近が赤く見えていたが、すぐに爆発的

な燃焼が起こって炎が機関室入口から外に噴き出した。 

船長及び甲板員は、消火器とバケツで初期消火を行ったが、火勢が強ま

って消火が困難な状況となったことから、船長が携帯電話で僚船に救助を

依頼したのち、海に飛び込み、その後、来援した僚船に救助された。 

本船は、全焼して沈没し、船長が右の手首及び肘の靱帯を負傷した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、うねりの方向 南 

その他の事項 本船は、操業中も発電機を運転するために主機が運転されていた。 

主機は、機関室の中央部に配置されており、船尾側に過給機、排気管等

が装備されていた。 

主機の排気集合管には、不燃性の断熱材が取り付けられており、同管が

露出している箇所はなかった。 
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  本船は、燃料油タンクが機関室の両舷にそれぞれ設置されており、両タ

ンクから燃料油が直接主機へ供給されるようになっていた。 

船長は、機関室内で燃料油の臭いがする場合には、調査して燃料油が漏

洩している配管のねじ部を締め付けるなどしていたが、主機の燃料系統の

点検は定期的に行っていなかった。 

本事故発生当日は、機関室の点検を行っていなかった。 

本船は、燃料油としてＡ重油が使用されていた。 

機関室内の電気配線は、機関室の側壁及び天井に敷設されており、過給

機付近には敷設されていなかった。 

機関室内には、洗濯物やウエスは干されていなかった。 

船長は、喫煙者であったが、機関室で喫煙したことはなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

あり 

なし 

 本船は、久慈港東方沖を航行中、機関室の過給

機付近から出火して火災になったものと考えられ

る。 

 本船は、主機の燃料油が燃料系統から漏洩して

過給機の高温部に降り掛かり、出火した可能性が

あると考えられるが、本船が沈没したので出火し

た状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、本船が久慈港東方沖を航行中、機関室の過給機付近から出火

したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

・主機の始動前後に機関の点検を行うこと。 

・主機の燃料系統を含む点検及び整備を定期的に行うこと。 

・火災警報器を設置することが望ましい。 

・機関室での火災の発生又は兆候を認めた際には、主機及び送風機を停

止するとともに、消火活動に当たってはバックドラフト（火災を起こ

した密閉区画の扉を開けるなどして急速に空気が供給されると爆発的

な燃焼を起こす現象をいう。）に注意すること。 

 




